
 

 

AIビジネスキャンプ企画運営業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

AIビジネスキャンプ企画運営業務 

 

２ 業務履行期間 

契約締結の日から２０２６年（令和８年）３月３１日まで 

 

３ 業務場所 

本業務における履行場所は、次のとおりとする。 

（１）福山市役所（福山市東桜町３番５号） 

（２）受注者の所在地 

（３）本市が指定した場所 

 

４ 委託上限額 

７，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

５ 業務の目的 

本業務は、中小企業が直面する人手不足や市場環境の変化といった問題の解決に向け、備後

圏域内の中小企業を対象に、生成 AI 等に知見を持つ人材（以下「デジタル人材」という。）

と対面で交流するワークショップを行い、生成 AI 等のデジタル技術の活用を推進することで

生産性向上や働き方改革を実現することを目的とする。 

 

６ 業務責任者 

（１）受託者は、本業務を実施するに当たり業務責任者を定め、その名前を本市に報告するもの

とする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。 

（２）業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、

履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除

に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を持つものとする。 

 

７ 委託内容 

次の（１）及び（２）に掲げる内容について、企画検討、受注者のネットワークを活かした

取組の周知を含め業務の運営全般を行うこと。なお、各業務の実施内容に関しては本市と協議

の上、決定すること。 

（１）AIビジネスキャンプの企画及び運営業務 

中小企業の業務効率化や生産性向上を目指し、生成 AI 等のデジタル技術の活用を支援す

る「AIビジネスキャンプ」の企画から運営までを行うこと。 

ア AIビジネスキャンプの企画 

(ｱ) 福山市内で 1泊 2日のワークショップを開催し、参加者の多様な課題を解決できるよ

う柔軟に対応すること。 

(ｲ) 参加者に対し、伴走支援を実施すること 

(ｳ) 成果等を参加企業以外の備後圏域内企業等に横展開を図ること 

イ AIビジネスキャンプの運営 

(ｱ) 参加企業の募集・選定 

ワークショップに参加し、成果報告会で発表する備後圏域内企業を募集し、選定する

こと。募集に当たっては、本事業の趣旨や参加することで得られるものを、参加者に伝

えること。 

選定に当たっては、市と協議の上、適正な基準を設けること。 

(ｲ) 参加企業に対するヒアリング（課題抽出）の実施 

参加企業毎にヒアリングを実施し、以下の内容を整理すること。 

・目的の整理 



 

 

・課題整理 

・課題に適したデジタル人材像の整理 

・AIビジネスキャンプで実現できることの整理 

・ニーズに応じた支援範囲の整理 

(ｳ) デジタル人材の募集・選定 

AI ビジネスキャンプに参加するデジタル人材を募集し、選定すること。募集に当た

っては、上記の内容を踏まえ実施し、選定に当たっては市と協議の上、適正な基準を設

けること。必要に応じて、デジタル人材の宿泊施設や移動手段を確保すること。 

(ｴ) 会場の手配 

AI ビジネスキャンプの会場を手配すること。手配に当たっては、市と協議の上、選

定すること。 

(ｵ) ワークショップの運営 

会場の設営や司会進行、受付など当日の運営を実施すること。 

(ｶ) 伴走支援の実施 

ワークショップで提案された業務改善案について、参加企業が実施できるよう伴走支

援を行うこと。支援の方法は、対面形式、オンライン形式を問わず、参加企業及びデジ

タル人材の意向を優先すること。伴走支援に係る費用は委託業務内で負担すること。 

(ｷ) 成果報告会の実施 

AI ビジネスキャンプの実施内容や成果等について、参加企業以外の備後圏域内企業

等に横展開することを目的に、報告会を行うこと。 

（２）成果の検証業務 

AI ビジネスキャンプの実施後に、その成果や課題を検証し、報告書としてまとめること。

成果については「５ 業務の目的」を踏まえて、検証の指標を設けること。次年度以降に向

けた改善案についても報告書に記載すること。 

 

８ 執行体制 

（１）受注者は、デジタル人材等と企業等が交流するワークショップ等の企画・運営等に従事し

た経験を有しており、かつ、本委託業務遂行に必要となる十分な知識を有している者をプロ

ジェクト管理人として配置すること。 

（２）各担当者の配置については、契約締結後に詳細を定め、実施体制図及び委託業務実施計画

書を作成・提出し、発注者の承認を受けること。 

 

９ 納入物件等 

次の資料を電子データと印刷物で納品すること。 

・実施体制図                      ・委託業務実施計画書 

・各業務において制作した制作物    ・業務完了報告書  

・その他、本市との協議により必要と合意したもの 

 

１０ 本業務における留意事項 

（１）著作物の利用及び著作権 

本契約により発生した著作物の著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条か

ら第２８条までに規定する権利で、第２７条及び第２８条に定める権利を含む。）及び著作

物の翻案等により発生した二次的著作権は、本市に譲渡されるものとする。また、受注者は

著作権を譲渡した著作物に関して、著作人格権を行使しないものとする。 

（２）再委託 

本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請負わせることはできない。 

ただし、主要な部分を除き、あらかじめ書面により本市の承諾を得た場合はこの限りでは

ない。 

（３）機密の保持 

受注者は、本業務（再委託した場合を含む。）を通じて知り得た情報を機密情報として扱

い、契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。このほか、本業務に関して



 

 

知り得た情報の漏えい、減失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。 

（４）その他 

・業務は、今後の社会情勢や財政事情の変化、その他不可抗力等により、業務の内容を変

更・縮小する場合がある。この場合において、その変更・縮小の内容に応じて、委託契約

金額を減額するものとする。 

・委託契約金額は、交通費、宿泊費、通信費、広告宣伝費、事務消耗品費等業務に係る必要

の経費の一切の概算を考慮した上で決定したものであることから、それらの費用を別途請

求することはできないものとする。 

・業務は、原則として土・日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までの間で行

うこととする。ただし、受注者及び本市の協議により、これ以外とすることができる。 

・業務は、「３ 業務場所」において行うことを原則とするが、必要に応じて庁外で開催す

る会議等への出席や、テレビ電話等を利用したオンラインでの協議も行うことができるも

のとする。 

・受注者は、電子メール等で速やかに連絡ができる体制を構築すること。 

・受注者は、本業務の実施に当たって、不明な点や改善の必要性がある場合、または執行上

の疑義が生じた場合は、本市と協議を行うこと。 

・受注者は、本仕様に定めのない事項であっても、本市が必要と認め指示する事項のほか、

本業務の公募型プロポーザルにおける企画提案書で提案をした事項やオンライン審査の質

疑応答時に実施や検討を約した事項については、協議の上、委託料の範囲内で実施するも

のとする。 


